
様式第二号の八（第八条の四の五関係）

千葉県知事

　熊谷　俊人 殿

　提出者

住　所

氏　名

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

（日本産業規格　Ａ列４番）

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

④ 産 業 廃 棄 物 の
一連の処理の工程

別紙１参照

（第１面）

③ 従 業 員 数 561人

産業廃棄物処理計画書

渋谷区初台1-53-6初台光山ビル2F

旭化成ホームズ株式会社施工本部
建設部長　荒谷　篤

03-5308-4006

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その
処理に関する計画を作成したので、提出します。

旭化成ホームズ株式会社施工本部建設部

東京都渋谷区初台１－５３－６初台光山ビル２階

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

① 事 業 の 種 類 　大分類：　　建設業　　　　中分類：　　　総合工事業

② 事 業 の 規 模 元請完工高：1,474億円

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

令和7年　　6月　　20日

〒151-0061



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】　

（第２面）

別紙２参照

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

排出量 83.7 33.9

別紙３参照

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

排出量 80 32

別紙３参照

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

別紙３参照

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

別紙３参照



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

【前年度（令和6年度）実績】　

10 30

（第３面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

11.5 31.6

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0

自 ら 中 間 処 理 に よ り 減 量 し た
産 業 廃 棄 物 の 量 0 0

紙くず

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0

自 ら 中 間 処 理 に よ り 減 量 す る
産 業 廃 棄 物 の 量 0 0

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【前年度（令和6年度）実績】　

【前年度（令和6年度）実績】　

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

49.5 2.2

別紙３参照

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

全 処 理 委 託 量 _ 72.3 2.2

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 26.5 0.2

再生利用業者への
処 理 委 託 量

0.0 0.0

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

0.0 0.0

（第４面）

①現状

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 廃プラスチック類 紙くず

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

0 0



【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

0.0 0.0

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

45.0

（第５面）

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類 _ 廃プラスチック類 紙くず

全 処 理 委 託 量 _ 70.0 2.0

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 25.0 0.5

再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

0.0

別紙３参照

※事務処理欄

0.0

2.0



（第６面）
備考
　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。
　
　２　当該年度の６月30日までに提出すること。
　
　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
     と。

　　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま
　　　での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
　
　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
　
　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ
　　の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
　
　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。



産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

353.7 ｔ 2.0 ｔ 43.3 ｔ 323.5 ｔ 279.4 ｔ 2885.1 ｔ 48.0 ｔ 71.3 ｔ

335.0 ｔ 1.9 ｔ 41.0 ｔ 307.0 ｔ 265.0 ｔ 2740.0 ｔ 45.5 ｔ 68.0 ｔ ｔ

ｔ ｔ

【目標】

0.0

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
0.0ｔ ｔ

ｔ

木くず 繊維くず 金属くず

自ら中間処理により減量する

0.0 0.0

②計画

【目標】

5.0 0.0 14.0

0.0 0.0 ｔ 0.0 ｔ

木くず 繊維くず 金属くず
ガラスくず、コンクリート

くず及び陶磁器くず

ｔ ｔ

【前年度（令和６年度）実績】　

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

自ら熱回収を行った①現状 0.0

ｔ

コンクリート破片
アスファルト・コン

クリート破片金属くず
ガラスくず、コンクリート

くず及び陶磁器くず

ｔ 50.0 ｔ

52.3自ら再生利用を行った

その他がれき類

0.0

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

木くず

ｔ

繊維くず

ｔ

その他がれき類

ｔ

ｔ

産業廃棄物の量
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

0.0 0.0

0.0

ｔ 0.0 ｔ

①現状

②計画

【目標】

木くず 繊維くず 金属くず
ガラスくず、コンクリート

くず及び陶磁器くず

木くず 繊維くず 金属くず
ガラスくず、コンクリート

くず及び陶磁器くず

産業廃棄物の種類

排　　出　　量

産業廃棄物の種類

排　　出　　量

【前年度（令和６年度）実績】　

アスファルト・コン
クリート破片

混合廃棄物

混合廃棄物

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

ｔ ｔ7.1 0.0

産業廃棄物の種類

ｔ

【前年度（令和６年度）実績】　

その他がれき類

0.0 ｔ

木くず 繊維くず 金属くず
ガラスくず、コンクリート

くず及び陶磁器くず コンクリート破片
アスファルト・コン

クリート破片

0.0 ｔ 0.0 ｔ14.3 ｔ

0.0ｔ

ガラスくず、コンクリート
くず及び陶磁器くず

ｔ 0.0

0.0 0.0 0.0 ｔ

②計画

その他がれき類

ｔ

ｔ

産業廃棄物の量
0.0 ｔ 0.0

産業廃棄物の量
0.0 ｔ

コンクリート破片

0.0 ｔ

コンクリート破片

その他がれき類

0.0 ｔ

コンクリート破片
アスファルト・コン

クリート破片

0.0 ｔ 0.0 ｔ

0.0 ｔ 0.0 ｔ

アスファルト・コン
クリート破片

0.0 ｔ 0.0 ｔ

0.0 ｔ 0.0 ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

その他がれき類 コンクリート破片
アスファルト・コン

クリート破片

混合廃棄物

0.0 ｔ

混合廃棄物

0.0 ｔ

混合廃棄物

0.0 ｔ

0.0 ｔ

混合廃棄物

0.0 ｔ

0.0 ｔ



346.6 ｔ 2.0 ｔ 29.0 ｔ 271.2 ｔ 279.4 ｔ 2885.1 ｔ 48.0 ｔ 71.3 ｔ ｔ

330.0 ｔ 1.9 ｔ 27 ｔ 257 ｔ 265 ｔ 2740.0 ｔ 45.5 ｔ 68 ｔ ｔ

認定熱回収業者への

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

処理委託量

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への

処理委託量

再生利用業者への

193.9 ｔ

処理委託量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への

処理委託量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

304.6

②計画

木くず

0.0 0.0 0.0 ｔ 0.0 ｔ

木くず

ｔ 4.2 ｔ

ｔ 0.0 ｔ

1.6 0.8

木くず 繊維くず 金属くず
ガラスくず、コンクリート

くず及び陶磁器くず

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

金属くず

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

0.0

繊維くず

ｔ

金属くず
ガラスくず、コンクリート

くず及び陶磁器くず

0.0 6.8

220.0 1.8 0.00 ｔ 16 ｔ

0.0 0.00 0.00 ｔ 0 ｔ

②計画

290.0 1.5 0.75 ｔ 185

234.3 1.9 0.0 ｔ 17.0

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

処理委託量

認定熱回収業者への

処理委託量

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状
その他がれき類

0.0 ｔ0.0 ｔ
自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

ｔ

【目標】

0.0 0.0 0.0

ガラスくず、コンクリート
くず及び陶磁器くず

木くず 繊維くず 金属くず
ガラスくず、コンクリート

くず及び陶磁器くず

繊維くず

ｔ

55 ｔ

201

250.7

ｔ

ｔ

240.0 0.00 6.6 ｔ 4 ｔ

0.0 0.0

【前年度（令和６年度）実績】　

【前年度（令和６年度）実績】　

再生利用業者への
処理委託量

ｔ

コンクリート破片
アスファルト・コン

クリート破片

0 ｔ

0 ｔ

0.0 ｔ

その他がれき類

212.1 ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

その他がれき類

58.5

0.0

0.0

その他がれき類

0.0 ｔ

アスファルト・コン
クリート破片

0.0 ｔ 0.0 ｔ

コンクリート破片
アスファルト・コン

クリート破片

0.0 ｔ

0.0 ｔ 0.0 ｔ

0.0 ｔ 0.0 ｔ

コンクリート破片
アスファルト・コン

クリート破片

360.0 ｔ 2.1 ｔ

2625.0 ｔ 41.0 ｔ

377.8 ｔ 2.2 ｔ

2764.9 ｔ 43.0 ｔ

0.0 ｔ 0.0 ｔ

コンクリート破片

ｔ

0.0 ｔ 0.0 ｔ ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

混合廃棄物

0.0 ｔ

混合廃棄物

0.0 ｔ

混合廃棄物

46.7 ｔ

0.0 ｔ

0.0 ｔ

0.0 ｔ

0.0 ｔ

混合廃棄物

44.5 ｔ

0.0 ｔ

0.0 ｔ



別紙１

別紙 1 廃棄物の流れ 委託処理の範囲

発生源 廃棄物 再生利用・処理・処分（委託）

新築現場 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 破砕・圧縮 再生利用

破砕
（一部ＲＰＦ・ＰＳインゴット製造） 焼却 再生利用（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ）

金属くず 破砕・圧縮 再生利用

ｶﾞﾗｽくず及び 破砕 再生利用

陶磁器くず

石膏ボード 破砕 再生利用

木くず 破砕 再生利用

破砕
（一部ＲＰＦ製造）

紙くず 破砕 再生利用

破砕
（一部ＲＰＦ製造）

がれき類 破砕 再生利用

解体現場 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 破砕・圧縮 再生利用

埋立処分（安定型）

焼却 再生利用（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ）

焼却 埋立処分（管理型）

金属くず 切断・圧縮 再生利用

ｶﾞﾗｽくず及び 破砕 再生利用

陶磁器くず 埋立処分（安定型）

石膏ボード 破砕 再生利用

埋立処分（管理型）

がれき類 破砕 再生利用

埋立処分（管理型）

木くず 破砕 再生利用

焼却 埋立処分（管理型）

焼却灰 再生利用（路盤材）

紙くず 破砕 再生利用

焼却 埋立処分（管理型）

焼却灰 再生利用（路盤材）

繊維くず 焼却 再生利用（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ）

埋立処分（管理型）

焼却灰 再生利用（路盤材）

混合廃棄物 分別 破砕・圧縮

埋立処分（安定型）

焼却 再生利用（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ）

焼却 埋立処分（管理型）

自社処理

広
域
認
定
収
集
運
搬

分

別

（売却）

（売却）

（売却）



別紙2

＜産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項＞

管理体制図
役  割

施工本部長

建設部長

地区責任者 城東建設課

（建設課長） 城西建設課

城南建設課 ・         工事長、処理業者の指導

城北建設課 ・         資源化、減量化の実施推進

神奈川建設課 ・         廃棄物適正処理の管理

中高層建設課

建設部技術一課 ・         廃棄物処理計画の作成

・         廃棄物管理状況の把握と改善策の検討

・         処理業者、再生利用業者の調査、選定及び管理
・         委託契約の締結

・         産業廃棄物及び特別産業廃棄物管理票の交付、管
理・         処理実績の集計・把握
・         監督官庁への各種報告

・         工事担当・業者の指導教育その他支援活動

廃棄物管理組織図

本社
    代表取締役社長

サステナビリティ企画推進部　　　　　　　　　環境管理室
　　　　　　　　　資源循環センター

施工技術部
総務部

施工本部長
建設部長

城東建設課（地区管理者） 建設課長（地区責任者）

城西建設課（地区管理者） 建設課長（地区責任者）

城南建設課（地区管理者） 建設課長（地区責任者）

城北建設課（地区管理者） 建設課長（地区責任者）

神奈川建設課（地区管理者） 建設課長（地区責任者）

中高層建設課（地区管理者） 建設課長（地区責任者）

産業廃棄物管理担当

担 当 者
総括管理者 中央建設廃棄物処理管理者のもとで、地区の処理を統括

管理する。

副統括管理者 総括管理者の職務を補佐し、建設廃棄物処理担当と共に
建設処理資源化再利用の現場指導、中間処理業者・収集
運搬業者への指示育成並びに適正処理の総括にあたる。

担当地区の処理責任者として適正処理の実際を管理する。

環境担当
連絡会議
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＜産業廃棄物の排出の抑制に関する事項＞
これまでに実施した取組 今後実施する予定の取組

新築工事 新築工事

・広域認定活用による、余剰材ＦＢ・拾い出し適正化 ・重量測定により実態重量の把握と対策検
討継続

・梱包の削減・簡易化、リターナブル梱包・通い箱の実施 ・重量測定にあわせ職種別発生量の把握・
ファードバックと対策の継続

・屋根パネルのプレハブ化・木質パネルなど部材プレ
ファブ化

・資材の適正搬入の推進

・資材の適正搬入 ・屋根瓦のプレカット化

・石膏ボード余剰材の使いまわし推進
・養生材の使いまわし推進
・床養生材のリース化
・余剰材・残材・端材の削減、適正化
・将来の増改築・リフォーム・解体時できるだけ廃棄物が
出ない部材・部品・製品としての商品開発

＜産業廃棄物の分別に関する事項＞
分別している産業廃棄物の種類及び分類に関する取
組

今後実施する予定の産業廃棄物の種類及
び分類に関する取組

新築工事 新築工事
・現場分別排出 25分別の実施、自社資源循環セン
ターでの60分別、ゼロエミッション継続

・職方の分別に対する意識強化と２５分別の
徹底

・職種別分別早見表の作成と配布 ・自社資源循環センターでの適正分別の更
なる推進、ケミカルリサイクルの実証実験

・現場に分別表の掲示 ・自社資源循環センターでの分別不備事例
のフィードバックと水平展開

・現場巡回による分別指導

解体工事 解体工事
・現場巡回による分別解体指導 ・左記内容の継続

＜自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項＞
これまでに実施した取組 今後実施する予定の取組
自社資源循環センターにＲＰＦ製造機・溶融機を設置 サテライトでのPSインゴット設置を拡大
し、RPF・PSインゴットを販売

＜自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項＞
これまでに実施した取組 今後実施する予定の取組

＜自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項＞
これまでに実施した取組 今後実施する予定の取組
新築は該当なし 新築は該当なし
解体での廃石綿等の適正処理 解体での廃石綿等の適正処理

＜産業廃棄物の処理の委託に関する事項＞
これまでに実施した取組 今後実施する予定の取組
解体工事 解体工事
・収集運搬業者・中間処理業者・最終処分業者視察 ・左記内容の継続
・ﾘｻｲｸﾙの高い処分場持込への切替 ・現場分別解体精度の向上

分別精度向上とにより、マテリアル・ケミカル
リサイクル率を向上させる

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
類、金属く
ず、ガラスくず
及び陶磁器く
ず、がれき
類、木くず、
紙くず

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯ
ｸ類、金属
くず、ガラ
スくず及
び陶磁器
くず、が
れき類、
木くず、
紙くず

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯ
ｸ類、金属
くず、ガラ
スくず及
び陶磁器
くず、が
れき類、
木くず、
紙くず

・解体工事店別の混合廃棄物の発生量の分析と指導

同センターで60分別しゼロエミッション＝100%リサイク
ルを継続


